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１．はじめに 

 鳥取市は、建設業における働き方改革の推進に向けた施策の一つとして、令和３年度から「土木工 

事書類作成の手引き（令和３年３月）」（以下「手引き」という。）に基づいて監督業務を実施するが、 

工事の規模や内容によっては、手引きの中にも提出が省略できる書類がある。もともと、手引き作成 

の目的が工事関係書類の適正化であるため、工事金額や工事内容が加味されていない。このような 

点を補足するため、手引きに示す完成検査対象書類の中から工事内容等により簡素化又は省略でき 

るものを抽出し、工事金額や工事内容に沿った提出書類となるように本マニュアルを作成した。今 

後は、工事書類の作成にあたって手引きとともに活用いただきたい。 

 

２．目的 

 本マニュアルの目的は、工事請負金額や工事内容によって書類作成の省略又は簡素化できるもの 

があるため、土木工事書類作成マニュアル（国土交通省中国地方整備局）、鳥取県土木工事共通仕 

様書（鳥取県県土整備部）等を参考とし、工事書類作成に係る負担を一層軽減することを目的とす 

る。 

 

３．適用対象 

 建設業法第２条第１項に規定する建設工事のうち、鳥取市が発注する鳥取県土木工事共通仕様書 

を適用する工事（水道局発注工事、港湾工事、営繕工事を除く）で、以下に示す工事を対象とす 

る。 

（１）建設工事成績評定要領（令和３年４月１日施行）第２条ア～オに示す評定対象外工事（以下 

 「評定対象外工事」という。） 

（２）災害復旧工事 

（３）当初請負金額 1,500 万円未満の建設工事。 

 

建設工事成績評定要領（鳥取市検査契約課⾧通知） 

（評定の対象） 

第２条 評定は鳥取市建設工事執行規則（昭和６１年４月１日鳥取市規則第１１号）第１条に規 

定する建設工事のうち、次の建設工事（以下「評定対象外工事」という。）以外を対象とする。 

ア 当初契約金額が１３０万円以下の建設工事 

イ 鳥取市の管理する道路・河川・公園・港湾・建築物及び工作物等を維持し、修繕し、又は管理 

 することを目的とする工事（緊急維持、河床掘削・伐開、植樹剪定・草刈りなど） 

ウ 災害等の初動活動で緊急かつ迅速な対応が不可欠である緊急応急工事 

エ 機器の部品取替等の保守を目的とする工事（融雪施設点検補修、電気設備点検補修（道路照明 

 等）、機械設備点検補修（排水ポンプ等）など） 

オ 工事目的物を伴わない工事（旧橋撤去、残土撤去、構造物撤去など） 

 

４．工事書類について 

工事書類一覧表（簡素化版）は別表１のとおり。また、簡素化又は省略できる書類は      内 

に示す。 
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５．工事書類の解説 

手引きに示す工事関係書類一覧表の中から、省略できない書類（必ず提出又は提示）、条件を満たす 

場合に簡素化又は省略可能な書類について、書類名、取扱、対象工事、解説及び根拠法令等を次頁以 

降に示す。ただし、簡素化又は省略可能な書類か否かについては、事前に監督員に確認することを基 

本とする。なお、書類番号については手引きと同じものとする。 
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                   工事書類一覧表（簡素化版） 

 

 

 

 

 

 

◎ 提出書類（必須）

○ 提出書類（該当する場合）

□ 提示資料（必須）

△ 提示資料（該当する場合）

☆ 省略可書類（該当する場合）

凡　　例
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（別表１） 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（１）省略できない書類（必ず提出又は提示） 

№41（工事打合せ簿） 

名 称 工事打合せ簿（指示、協議、承諾、提出、報告、通知） 

取 扱 必ず提出 

対象工事 全ての工事 

提出時期 適宜 

解 説 
鳥取県土木工事共通仕様書に基づき、連絡以外は書面による提出が必要です。但し、

工事完成時において再提出の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－2 用語の定義 

16.指示 

指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事

項について書面により示し、実施させることをいう。 

17. 承諾 

承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が

書面により同意することをいう。 

18. 協議 

協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が

対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

19. 提出 

提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面ま

たはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 

20. 提示 

提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し工事に

係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。 

21. 報告 

報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせ

ることをいう。 

22. 通知 

通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関す

る事項について、書面により互いに知らせることをいう。 

提出書類 ― 

提出部数 1 部（※必要に応じて２部） 
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№49 履行報告書） 

名 称 工事履行報告書 

取 扱 必ず提出 

対象工事 全ての工事 

提出時期 翌月原則５日以内（土日祝日を除く） 

解 説 
鳥取県土木工事共通仕様書 特記事項に基づき、監督員への提出が必要です。但し、

工事完成時において再提出の必要はありません。 

 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－25 履行報告 

受注者は契約書第１１条の規定に基づき、工事履行報告書を監督員に提出しなけれ

ばならない。 

〇鳥取県土木工事共通仕様書 特記事項（鳥取県県土整備部） 

第２条（鳥取県土木工事共通仕様書に対する訂正又は追加仕様事項） 

鳥取県土木工事共通仕様書に対する訂正又は追加仕様事項は下記のとおりとする。 

【第１編 共通編 第１章 総則 関係】 

 

 

 

 

〇鳥取県土木工事施工管理基準（鳥取県県土整備部） 

第４章 写真管理 

撮影箇所一覧表（全体）～抜粋～ 

 

提出書類 
・工事履行報告書 

・写真（代表部分の工事進捗状況） 

提出部数 １部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影項目 撮影頻度［時期］

施工状況 工事施工中
全景又は代表部分の
工事進捗状況

月1回［月末］ 履行報告に添付

区分
写真管理項目

概要

編章節条  項以下 見出し 訂正・追加  追加仕様事項

1-1-1-25 追加
履行報告

工事履行報告書の提出時期について

受注者は、工事履行報告書を翌月の土日祝日を除く原

則５日以内に監督員に提出しなければならない。

―5－ 



 
 

№50（工事週報） 

名 称 工事週報 

取 扱 必ず提示 

対象工事 全ての工事 

提示時期 適宜 

解 説 
受注者が工事の進捗状況を把握するための資料であるため、監督員が請求した場合

に提示が必要です。 

 

根拠法令等 

〇公共建築工事標準仕様書（建築工事編）【参考】 

1.2.4 工事の記録 

(b)工事の全般的な経過を記載した書面を作成する。 

提示資料 ・工事週報 

 

№54（出来形数量計算書） 

名 称 出来形数量計算書（設計数量対比表） 

取 扱 必ず提出（※監督員から請求があった場合は、その都度提示） 

対象工事 全ての工事 

提出時期 工事完成時まで 

解 説 
土木工事共通仕様書に基づき、監督員へ提出が必要です。また、監督員から請求があ

った場合は、その都度速やかに提示が必要です。 

 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第３編 土木工事共通編 第１章 第１節 

3―1―1―4 数量の算出  

1. 一般事項 

受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。 

2. 出来形数量の提出 

受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に従 

って、出来形数量を算出し、その結果を監督員からの請求があった場合は速やかに提

示するとともに、工事完成時までに監督員に提出しなければならない。出来形測量の

結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれ

ば、出来形数量は設計数量とする。  

なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をい

う。 

提出書類 ・出来形数量計算書（交通誘導員、産業廃棄物、残土等の集計も含む） 

提出部数 １部 
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（２）内容が簡素化できる書類（必ず提出） 

№24（施工計画書） 

名 称 施工計画書 

基本事項 必ず提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は、記載項目の省略 

対象工事 当初請負金額１,５００万円未満の工事及び評定対象外工事 

 

解 説 

鳥取県土木工事共通仕様書（表１－１）に基づき、金額、工事内容によって施工計画 

書に記載すべき項目の省略は可能です。また、工期や数量等の軽微な変更のみの場合 

は変更施工計画書の作成は必要ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－4 施工計画書 

1.一般事項 

受注者は、工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために 

必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。受 

注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。この場合、受注 

者は、施工計画書に表１－１に従い記載しなければならない。また、監督員がその他 

の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 

2.変更施工計画書 

受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更 

は除く）には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施 

工計画書を監督員に提出しなければならない。 
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§参考資料§ 

 

 

鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 維持的工事とは、建設工事成績評定要領（令和３年２月２６日改定）第２条第１項各号に示す評定対象外工事に適用する。 
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№56（材料品質規格証明書） 

名 称 材料品質規格証明書 

基本事項 必ず提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は、確認資料の提示に変更 

対象工事 評定対象外工事において、工事材料にＪＩＳ規格品を使用する場合 

 

解 説 

工事に使用する材料のうちＪＩＳ規格品で、ＪＩＳマークの表示状態が写真等で確 

認できれば、書類を提出する必要はなく確認資料（写真等）の提示で構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第２編 材料編 第１章 第２節 

1.一般事項 

受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミル 

シート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備および保管し、監督員また 

は検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書 

で提出が定められているものについては、監督員へ提出しなければならない。 なお、 

ＪＩＳ規格品のうちＪＩＳマーク表示が認証されＪＩＳマーク表示がされている材 

料・製品等については、ＪＩＳマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替える 

ことができる。 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第２編 材料編 第１章 第２節 

4. 見本・品質証明資料 

なお、JIS マーク表示品については、JIS マーク表示状態の確認とし見本または品 

質を証明する資料の提出は省略できる。 

 

§参考資料§ 

工事書類適正化の手引き（国土交通省中国地方整備局） 

■品質証明 

監督員に提出するのは品質証明書のみで品質証明に関する試験成績報告書や製品カタログ等 

の書類を添付する必要はない。 
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№57（工事写真） 

名 称 工事写真 

基本事項 必ず提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は、撮影項目の省略 

対象工事 評定対象外工事 

解 説 鳥取県土木工事施工管理基準に基づき、出来形管理図表等を省略した場合には、併せ 

て写真管理項目も省略が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事施工管理基準（鳥取県県土整備部） 

第４章 写真管理基準 

1．総則 

1-2 工事写真の分類 

工事写真は次のように分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 写真の省略 

工事写真は以下の場合に省略する。 

(1)品質管理写真について、公的試験機関または財団法人鳥取県建設技術センターで 

実施された品質証明書を保管整備できる場合。 

(2)出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況の 

わかる写真を工種ごとに１回撮影し、後は撮影を省略する。 

(3)監督員または監督補助員が臨場して段階確認した箇所は、工事完成後に不可視部 

となる箇所を除き出来形管理写真の撮影を省略する。臨場時の状況写真は不要。 

4．その他 

撮影箇所一覧表の撮影頻度の用語の定義 

（１）適宜とは、設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数の

ことをいう。 

（２）施工箇所とは、施工１ブロックをいう。 

（３）「○○ｍ又は１施工箇所に１回」と記載してあるものは、１施工箇所の施工延

⾧が○○ｍに満 

たない場合、１施工箇所毎に１回撮影すること。 

（４）フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、本基準を参考に監督員と

提出頻度等を協議の上、取扱いを定めるものとする。 
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§参考資料§ 

鳥取県土木工事施工管理基準（鳥取県県土整備部） 

第４章 写真管理基準 
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 ※1 評定対象外工事については上表に示す     を必須、    は該当する場合とする。 

 

 

鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－2４ 施工管理 

8. 記録及び関係書類 

 受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準（出来形管理基準 

及び品質管理基準）により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真 

による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提 

出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなけれ 

ばならない。なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種また 

は項目については、監督員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。 
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（３）提出又は提示が省略できる書類 

№25（設計図書の照査結果一覧表） 

名 称 設計図書の照査結果一覧表 

基本事項 当該工事において設計図書と現場が一致しない場合は提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提出の省略 

対象工事 評定対象外工事の設計図書において測量標（設計値等）が示されていない場合 

解 説 
設計図書に測量標が示されていない場合は、現地測量を行う必要がないため設計照 

査の実施について省略が可能です。 

 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－3 設計図書の照査等 

2.設計図書の照査等 

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第１８条第１項第 

１号から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員に 

その事実が確認できる資料を提出し、確認を求めなければならない。なお、確認でき 

る資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。 

また、受注者は、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は 

従わなければならない。 

ただし、設計図書の照査範囲を超える資料の作成については、契約書第１９条による 

ものとし、監督員からの指示によるものとする。 

 

§参考資料§ 

建設工事請負契約書 

（条件変更等） 

第１８条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、 

その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

（１）図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（こ 

  れらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

（２）設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。 

（３）設計図書の表示が明確でないこと。 

（４）工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的 

  又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

（５）設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態 

  が生じたこと。 
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№26（着工前測量結果報告書） 

名 称 着工前測量結果報告書 

基本事項 必ず提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提出の省略 

対象工事 評定対象外工事の設計図書において測量標（設計値等）が示されていない場合 

解 説 
設計図書に測量標が示されていない場合は、設計値の確認を目的とする現地測量が 

実施出来ないため、着工前測量の実施について省略が可能です。 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－38 工事測量 

2.着工前測量 

(1)受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、設計図書に示されている測量標（基 

準点、ＢＭ）、用地境界、中心線、縦断、横断等を確認し、測量結果を速やかに監督 

員へ提出しなければならない。また、測量結果が設計図書に示されている数値と差異 

を生じた場合は、 監督員の指示を受けなければならない。 

 

§参考資料§ 

工事書類適正化の手引き（国土交通省中国地方整備局） 

■設計図書の照査確認資料 

測量結果も設計図書と差違が無い場合には提出の必要はない。 

 

№34（保険加入報告書） 

名 称 保険加入報告書 

基本事項 必ず提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事 

解 説 
評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本としているの 

で、提示の省略が可能です。 

 

 

 

根拠法令等 

〇建設工事請負契約書 

第５０条（火災保険等） 

受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。）等を設計図書に定めるとこ 

ろにより火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。 

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代 

わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付 

したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 
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№37 工事材料使用承諾願） 

名 称 工事材料使用承諾 

基本事項 必ず提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提出の省略 

対象工事 評定対象外工事において、使用する材料を発注者が指定する場合 

解 説 発注者が設計図書において使用する材料を指定した場合は、提出について省略が可

能です。また、工事打合せ簿により使用する材料を指示された場合においても、工事

材料使用承諾願の提出は省略が可能です。ただし、品質を証明する書類（材料品質規

格証明書等）は必要となります。 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書 特記事項（鳥取県県土整備部） 

第２条（鳥取県土木工事共通仕様書に対する訂正又は追加仕様事項） 

鳥取県土木工事共通仕様書に対する訂正又は追加仕様事項は下記のとおりとする。 

【第２編 材料編 第１章 一般的事項 関係】 

 
 

 

№42（関係機関許可資料） 

名 称 関係機関許可資料 

基本事項 当該工事において、関係官公庁等に諸手続が必要な場合は提示 

（但し、監督員から請求があった場合は提出） 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提出及び提示の省略 

対象工事 評定対象外工事 

 

解 説 

評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本としているの 

で、提示の省略が可能です。 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1―1―1－36 官公庁等への手続等 

3.諸手続きの提示、提出 

受注者は、諸手続において許可、承諾等を得た時はその書面を監督員に提示しなけれ 

ばならない。なお、監督員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。 

 

§参考資料§ 

工事書類適正化の手引き（国土交通省中国地方整備局） 

■関係官公庁協議・地元協議 

 関係官公庁協議は、届け出後の書類提示のみでよい。 
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№46（架空線等事故防止対策報告書） 

名 称 架空線等事故防止対策報告書 

基本事項 必ず提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提出の省略 

対象工事 評定対象外工事において監督員が不要と判断した場合 

解 説 
工事内容により監督員が不要と判断した場合は、提出の省略が可能です。 

（例：施工箇所が複数にわたり点在する工事、短期間で完成する工事など） 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

１―1―1－２７ 工事中の安全確保 

6. 架空線等事故防止対策 

受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、 

建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調 

査（場所、種類、高さ等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わら 

ず、監督員へ報告しなければならない。 

 

№47（段階確認書） 

名 称 段階確認書 

基本事項 必ず提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提出の省略 

対象工事 評定対象外工事において段階確認項目に対象項目がない場合 

解 説 
鳥取県県土整備部土木工事監督基準に示す段階確認項目に該当する項目がない場合 

は、段階確認書の提出は省略が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第３編 土木工事共通編 第１章 第１節 

3－1－1－3 監督員による確認及び立会等 

6. 段階確認 

段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 

（1）受注者は、表 3-1-1 段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受け 

なければならない。 

（2）受注者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を監 

督員に提出しなければならない。また、監督員から段階確認の実施について通知があ 

った場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。 

（3） 受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督員の確認を受けた書面を、工事 

完成時までに監督員へ提出しなければならない。 

（4） 受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機 

会を提供するものとする。 
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§参考資料§ 

鳥取県県土整備部土木工事監督基準 

段階確認の項目～抜粋～ 

№ 種別 細別 確認時期 確認項目 確認の頻度 

1 指定仮設工  設置完了時 使用材料、幅、高さ等 1 回/工事 

2 掘削工  土質変化時 土質変化位置 1 回/変化毎 

3 路床盛土工  プルフローリング時 実施状況 1 回/工事 

4 下層路盤工  プルフローリング時 実施状況 1 回/工事 

17 河川護岸工 
覆土施工 覆土前 設計図書との対比 1 回/工事 

護岸基礎 設置完了時 設計図書との対比 1 回/工事 

 

 

№48（実施工程表） 

名 称 実施工程表 

基本事項 監督員から請求があった場合に提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事 

解 説 評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本としているの 

で、提示の省略が可能です。 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇土木工事書類作成 Q＆A（鳥取県県土整備部⾧通知）） 

詳細な工種毎の進捗状況を把握するため監督員から実施工程表を求められた場合 

は、受注者が実際に現場の工程管理で作成しているものの提示が必要です。 

〇鳥取県土木工事施工管理基準（鳥取県県土整備部） 

第１章 総則 

5.管理項目及び方法 

(1)工程管理 

受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理（ネットワーク、バーチャート方式など） 

を行うものとする。ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内 

容については、省略できるものとする。 

 

§参考資料§ 

土木工事書類作成マニュアル(国土交通省中国地方整備局) 

4-3 工程管理 

5.工程表提出に関する留意事項 

2)実施工程表 

①実施工程表は、受注者が円滑な工事実施とその統制を図るためのものであることから、監督 

職員への提出は必要とせず提示でよい。 

②実施工程表は、受注者が実際現場の工程管理で作成しているものを提示することで差し障り 

はない。 
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№52（出来形管理図表） 

名 称 出来形管理図表 

基本事項 必ず提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提出の省略 

対象工事 評定対象外工事 

解 説 
主に維持的工事が評定対象外工事であるため、鳥取県土木工事施工管理基準と同様 

に作成の省略が可能です。ただし、監督員が必要と認めた場合は、省略できません。 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事施工管理基準（鳥取県県土整備部） 

5.管理項目及び方法 

(2)出来形管理 

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設 

計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するものとする。な 

お、測定基準において測定箇所数「○○につき１ヶ所」となっている項目については、 

小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。 ただし、工事成績評定要領※ 

において工事成績の評定対象外の工事については、監督員が特に指示した場合を除 

き、点数に関わらず出来形管理図表の作成を省略することができる。 

 

§参考資料§ 

鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－2４ 施工管理 

8. 記録及び関係書類 

受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準（出来形管理基準 

及び品質管理基準）により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真 

による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提 

出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなけれ 

ばならない。なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種また 

は項目については、監督員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。 
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№53（工事完成図（出来形図）） 

名 称 工事完成図 

基本事項 必ず提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提出の省略 

対象工事 評定対象外工事の設計図書において測量標（設計値等）が示されていない場合 

解 説 設計図書に測量標が示されていない場合は、設計寸法が存在しないため、作成の省略 

が可能です。ただし、監督員が必要と認める場合については、省略できません。 

 

 

 

根拠法令等 

第３編 土木工事共通編 

3―1―1―5 工事完成図書の納品 

2. 工事完成図 

受注者は、設計図書に従って工事目的物の完成状態を図面として記録した工事完成 

図を紙の成果品及び電子成果品として作成しなければならない。工事完成図は、主工 

種、主要 構造物だけでなく付帯工種、付属施設など施設管理に必要なすべての図面、 

設計条件、測量情報等を含むものとし、工事完成図は設計寸法（監督員の承諾により 

設計寸法を変更した場合は、変更後の寸法）で表し、材料規格等はすべて実際に使用 

したもので表すものとする。 
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№55 品質管理図表） 

名 称 品質管理図表 

基本事項 必ず提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提出の省略（※監督員が必要と認めた場合は不可） 

対象工事 鳥取県土木工事施工管理基準に示す工種の条件が該当する場合 

解 説 
鳥取県土木工事施工管理基準に示された工種において、条件を満たす場合は作成の 

省略が可能です。ただし、監督員が必要と認めた場合は、省略できません。 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事施工管理基準（鳥取県県土整備部） 

第１章 総則 

５.管理項目及び方法 

（３）品質管理 

ア 受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により 

管理するものとし、その管理内容に応じて、品質管理図表を作成するものとする。 

イ この品質管理基準の適用は、下記に掲げる工種（ア）～（エ）の条件に該当する 

工事を除き、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全面的に実施するものと 

する。ただし、（ア）～（エ）の条件に該当する工事であっても、監督員が必要と認 

めた場合は実施するものとする。また、試験区分で「その他」となっている試験項目 

は、特記仕様書で指定するものを実施するものとする。 

（ア）路盤 ※①②のいずれかに該当 

  ①施工面積が 500ｍ2 未満の場合 

  ②仮設道路の路盤 

（イ）アスファルト舗装 

  同一配合の合材が 50ｔ未満の場合 

（ウ）土工 

  施工規模が 50ｍ3 未満の場合 

（エ）コンクリート 

  均しコンクリート、捨コンクリート等の場合 

 

§参考資料§ 

鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－2４ 施工管理 

8. 記録及び関係書類 

 受注者は、土木工事の施工管理及び規格値を定めた土木工事施工管理基準（出来形管理基準 

及び品質管理基準）により施工管理を行い、また、写真管理基準により土木工事の工事写真 

による写真管理を行って、その記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提 

出しなければならない。ただし、それ以外で監督員からの請求があった場合は提示しなけれ 

ばならない。なお、土木工事施工管理基準、及び写真管理基準に定められていない工種また 

は項目については、監督員と協議の上、施工管理、写真管理を行うものとする。 
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№58（安全訓練等実施集計表） 

名 称 安全訓練等実施集計表 

基本事項 必ず提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事 

解 説 
評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本としているの 

で、提示の省略が可能です。 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－27 工事中の安全確保 

13．安全教育・訓練等の記録 

受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等 

に記録した資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するも 

のとする。 

 

№59（安全訓練等記録簿） 

名 称 安全訓練等記録簿 

基本事項 必ず提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事 

解 説 
評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本としているの 

で、提示の省略が可能です。 

 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－27 工事中の安全確保 

13．安全教育・訓練等の記録 

受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等 

に記録した資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するも 

のとする。 
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№60（災害防止協議会活動記録） 

名 称 災害防止協議会活動記録簿 

基本事項 元請業者が下請を使用して施工を行う場合は提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事において下請業者を使用する場合 

解 説 
評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本としているの 

で、提示の省略が可能です。 

 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇土木工事書類作成マニュアル(国土交通省中国地方整備局) 

4.施工中の工事関係書類 

4-2 安全管理 

4-2-4 その他留意事項 

受注者は、工事履行中において監督職員が確認する「施工プロセスのチェックリス 

ト」に記載されている下記５項目の資料について、監督職員から求められた場合に提 

示すればよく、提出する必要はない。 

（１）災害防止協議会活動記録 

（２）店社パトロール実施記録 

（３）安全訓練実施記録 

（４）安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ実施記録 

（５）新規入場者教育実施記録 

 

№61（安全パトロール記録表） 

名 称 安全パトロール記録表 

基本事項 必ず提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事 

解 説 
評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本としているの 

で、提示の省略が可能です。 

 

 

根拠法令等 

〇土木工事書類作成マニュアル(国土交通省中国地方整備局) 

4.施工中の工事関係書類 

4-2 安全管理 

4-2-4 その他留意事項 

受注者は、工事履行中において監督職員が確認する「施工プロセスのチェックリス 

ト」に記載されている下記５項目の資料について、監督職員から求められた場合に提 

示すればよく、提出する必要はない。 

（１）災害防止協議会活動記録 

（２）店社パトロール実施記録 

（３）安全訓練実施記録 

（４）安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ実施記録 

（５）新規入場者教育実施記録 
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№62（新規入場者教育） 

名 称 新規入場者教育 

基本事項 必ず提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事 

解 説 
評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本としているの 

で、提示の省略が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇土木工事書類作成マニュアル(国土交通省中国地方整備局) 

4.施工中の工事関係書類 

4-2 安全管理 

4-2-4 その他留意事項 

受注者は、工事履行中において監督職員が確認する「施工プロセスのチェックリス 

ト」に記載されている下記５項目の資料について、監督職員から求められた場合に提 

示すればよく、提出する必要はない。 

（１）災害防止協議会活動記録 

（２）店社パトロール実施記録 

（３）安全訓練実施記録 

（４）安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ実施記録 

（５）新規入場者教育実施記録 

 

№63（ＫＹ活動表） 

名 称 ＫＹ活動記録表 

基本事項 必ず提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事 

解 説 
評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本としているの 

で、提示の省略が可能です。 

 

 

 

根拠法令等 

〇土木工事書類作成マニュアル(国土交通省中国地方整備局) 

4.施工中の工事関係書類 

4-2 安全管理 

4-2-4 その他留意事項 

受注者は、工事履行中において監督職員が確認する「施工プロセスのチェックリス 

ト」に記載されている下記５項目の資料について、監督職員から求められた場合に提 

示すればよく、提出する必要はない。 

（１）災害防止協議会活動記録 

（２）店社パトロール実施記録 

（３）安全訓練実施記録 

（４）安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ実施記録 

（５）新規入場者教育実施記録 
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№64（安全日誌） 

名 称 安全日誌 

基本事項 必ず提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事 

解 説 評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本としているの 

で、提示の省略が可能です。 

 

根拠法令等 

〇土木工事に係る安全日誌について（鳥取県土木部⾧通知） 

土木部所管の土木工事に係る安全日誌については、請負者において調整し、監督員の 

要求があった場合に提出するものとしているところですが、その場合の様式を今後 

新たに契約するものから下記によるよう業界あてに通知したので、承知ください。 

〇土木工事書類作成の手引き（鳥取市） 

 
 

№67 設機械点検表） 

名 称 建設機械点検表 

基本事項 必ず提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事 

 

解 説 

建設機械の点検は、関係法令（労働基準法等）に基づき受注者の責において行うもの 

であり、評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本として 

いるので、提示の省略が可能です。 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－35 諸法令の遵守 

1. 諸法令の遵守 

受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸 

法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 
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§参考資料§ 

労働安全衛生法 

第４５条（定期自主検査) 

２ 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労 

働省令で定める自主検査を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有す 

るもの又は第５４の３第１項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特 

定自主検査を行う者に実施させなければならない。 

 

 

№68（器具点検表） 

名 称 器具点検表 

基本事項 必ず提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事 

 

解 説 

機械器具の点検は、関係法令（クレーン等安全規則等）に基づき受注者の責において 

行うものであり、評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基 

本としているので、提示の省略が可能です。 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－35 諸法令の遵守 

1. 諸法令の遵守 

受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸 

法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 

 

§参考資料§ 

クレーン等安全規則 

第２２０条（作業開始前の点検) 

事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチエーン、 

繊維ロープ、繊維ベルト又はフツク、シヤツクル、リング等の金具を用いて玉掛けの作業を行なうと 

きは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなけれ 

ばならない。 
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№69（仮設材点検表） 

名 称 仮設材点検表 

基本事項 当該工事において仮設材を使用する場合は提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は、提示の省略 

対象工事 評定対象外工事（※仮設材を使用する場合） 

解 説 仮設材の点検は、関係法令（労働安全衛生規則等）に基づき受注者の責において行う 

ものであり、評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本と 

しているので、提示の省略が可能です。 

 

 

取扱の根拠 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－35 諸法令の遵守 

1. 諸法令の遵守 

受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸 

法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 

 

§参考資料§ 

労働安全衛生規則 

第３７３条（点検) 

事業者は、土止め支保工を設けたときは、その後７日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後 

及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について 

点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない。 

一 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態 

二 切りばりの緊圧の度合 

三 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態３ 

第５６７条（点検) 

事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、 

作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常 

を認めたときは直ちに補修しなければならない。 

３ 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事 

が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―26－ 



 
 

№72（過積載防止取組状況報告書） 

名 称 過積載防止取組状況報告書 

基本事項 当該工事において運搬用建設機械を使用する場合は提出（※工事写真に含む） 

取 扱 対象工事に該当する場合は、写真の省略 

対象工事 評定対象外工事（※当該工事で運搬用建設機械を使用する場合） 

解 説 
過積載防止の取組状況は、関係法令（道路交通法等）に基づき受注者の責において行 

うものであり、発注者は工事写真等において確認を行いますが、評定対象外工事につ 

いては写真の省略が可能です。 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－35 諸法令の遵守 

1. 諸法令の遵守 

受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸 

法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 

 

§参考資料§ 

道路交通法 

第５７条（乗車又は積載の制限等) 

車両(軽車両を除く。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大き 

さ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 

 

 

№75 意工夫報告書） 

名 称 創意工夫報告書 

基本事項 当該工事において創意工夫を実施した場合に提出（任意） 

取 扱 対象工事に該当する場合に提出の省略 

対象工事 評定対象外工事 

解 説 評定対象外工事では、検査項目でないため提出の必要はありません。 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第３編 土木工事共通編 第１章 第１節 

3－1－1－13 創意工夫等 

受注者は、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、または地域社会への貢 

献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに工事成績評定要 

領（会計管理者通知 令和元年 12 月 9 日）による様式「工事特性・創意工夫・社会 

性等に関する実施状況」により監督員に提出することができる。 
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№76 場環境改善報告書） 

名 称 現場環境改善実施報告書 

基本事項 発注者が指定した屋外で行う工事の場合は提出 

取 扱 対象工事に該当する場合は提出の省略 

対象工事 評定対象外工事及び災害復旧工事の場合 

解 説 
維持工事及び災害復旧工事については、現場環境改善費の経費を計上しないため、提 

出する必要がありません。ただし、経費が計上してある場合は省略できません。 

 

 

根拠法令等 

〇土木工事標準積算基準書（鳥取県県土整備部） 

２ 適用の範囲 

周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の 

作業環境の改善を行うために実施するもので、原則すべての屋外工事を対象とする。 

ただし、維持工事等でイメージアップの実施が困難なもの及び効果が期待出来ない 

ものについては、対象外とすることが出来る。 

 

§参考資料§ 

現場環境改善費の計上について（都市企画課⾧通知） 

平成２９年度土木工事標準積算基準において、従来のイメージアップ経費に代わり、現場環境改善費 

が新設されました。建設業の魅力向上等の取組の一環として、下記により原則として現場環境改善費 

の計上を行ってください。 

 １ 対象工事 

本市発注の屋外土木工事。 

ただし、維持工事等で実施が困難なもの及び効果が期待できないものは対象外とする。 

また、災害復旧工事は対象外とする。 

 

№80 産業廃棄物管理票） 

名 称 産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

基本事項 当該工事において産業廃棄物が発生した場合は提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は提示の省略 

対象工事 評定対象外工事（※当該工事において産業廃棄物等が発生した場合） 

解 説 産業廃棄物処理については、関係法令（廃掃法等）に基づき受注者の責において行う 

ものであり、評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないことを基本と 

しているので、提示の省略が可能です。 

 

 

 

取扱の根拠 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－19 建設副産物 

2. マニフェスト 

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフ 

ェスト）または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとと 

もに監督員に提示しなければならない。 
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§参考資料§ 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第３条（事業者の責務) 

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなら 

ない。 

№83（残土受入伝票） 

名 称 残土受入伝票 

基本事項 当該工事において建設残土が発生した場合は提示 

取 扱 対象工事に該当する場合は提示の省略 

対象工事 評定対象外工事（※当該工事において建設残土が発生した場合） 

解 説 
建設残土の処理については、建設副産物適正処理推進要綱に基づき受注者の責にお 

いて行うものであり、評定対象外工事における提示資料は、監督員が請求しないこと 

を基本としているので、提示の省略が可能です。 

 

 

 

 

根拠法令等 

〇建設副産物適正処理推進要綱（国土交通省事務次官） 

第２章 関係者の責務と役割 

第６ 元請業者及び自社施工者の責務と役割 

(3)元請業者は、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化 

等及び適正な処理の促進に関し、中心的な役割を担っていることを認識し、発注者と 

の連絡調整、管理及び施工体制の整備を行わなければならない。 

№89 ス対策型・低騒音型建設機械使用報告書） 

名 称 排出ガス対策型・低騒音型建設機械使用報告書 

基本事項 当該工事において建設機械を使用する場合は提出（※工事写真に含む） 

取 扱 対象工事に該当する場合は写真の省略 

対象工事 評定対象外工事（※当該工事において建設機械を使用する場合） 

 

解 説 

 

建設機械の排出ガス対策及び騒音規制は、関係法令（特定特殊自動車排出ガスの規制 

等に関する法律等）に基づき受注者の責において行うものであり、発注者は工事写真 

等において確認を行いますが、評定対象外工事については写真の省略が可能です。 

 

 

根拠法令等 

〇鳥取県土木工事共通仕様書（鳥取県県土整備部） 

第１編 共通編 第１章 第１節 

1－1－1－35 諸法令の遵守 

1. 諸法令の遵守 

受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸 

法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。 

§参考資料§ 

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

第９条(特定特殊自動車の技術基準) 

主務大臣は、特定特殊自動車の特定原動機以外の部分について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガ 

スによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準(以下「特定特殊自動車技術基準」という。) 

を定めなければならない。
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